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は じ め に 

 
 

我が国は急速に少子化が進行しており、ここ数年出生率の回復の

兆しが若干あるものの、少子化に歯止めがかかるまでには至ってい

ないのが現状です。 

国では平成 15 年「次世代育成支援対策推進法」を制定し、地方

公共団体及び事業主に行動計画策定を義務づけました。 

小郡市においても、平成 17 年に「小郡市次世代育成支援地域行

動計画」（前期計画）を策定し、次世代育成支援施策に取り組んできましたが、同計

画が 21年度をもって期間を終えることから、国の新たな行動計画策定指針が示され、

後期の計画を策定することとなりました。 

核家族化や地域のつながりの希薄化など、子どもや子育てを取り巻く環境は大きく

変化し、社会保障国民会議の中間報告では、子育て支援は地域の多様な主体が担い手

となって支えることが重要となっています。 
また、女性の社会進出が進む中、仕事と生活の調和（ワーク･ライフ・バランス）

の実現のために、地域や企業などを含めた包括的な支援が求められるところです。 
今後も、小郡市が有する地域力を集結し、教育、福祉のレベルアップを図り、だれ

もが安心して暮らすことができるまちづくりを進めていきます。 
このような背景から「子ども達の明るい声がこだまするまち ～育てよう、未来の

宝 おごおりっこ、力を合わせ子育て応援～」を基本目標として「小郡市次世代育成

支援地域行動計画」（後期計画）を策定したところです。 
最後になりましたが、ニーズ調査にご協力いただきました保護者のみなさま、関係

機関、本計画の策定にあたりご審議いただきました策定委員のみなさまに深く感謝申

し上げます。今後とも住民のみなさまには、小郡市の福祉行政の推進にご理解とご協

力を賜りますようお願い申し上げます。 

 
平成 22年 3月 

小郡市長  平安 正知 
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